
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令

和

八

年

六

月

十

一

日 

参

議

院

環

境

委

員

会 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。 

 

一
、
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
の
保
管
又
は
再
生
に
係
る
許
可
制
の
新
設
に
当
た
っ
て
は
、
制
度
運
用
の
実
務
を
担

う
都
道
府
県
等
に
対
し
、
対
象
物
品
の
該
当
性
、
許
可
の
要
否
及
び
基
準
適
合
性
の
明
確
化
な
ど
を
含
め
た
技
術
的
及
び
財

政
的
な
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
附
則
第
二
条
の
準
備
行
為
に
関
す
る
規
定
の
活
用
な
ど
に
よ
り
、
申
請
事
務
の
平
準
化
を

図
る
こ
と
。
ま
た
、
先
行
条
例
を
含
む
現
行
法
制
下
で
適
正
に
運
営
し
て
い
る
事
業
者
に
過
大
な
負
担
が
生
ず
る
こ
と
の
な

い
よ
う
必
要
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。 

 

二
、
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
の
保
管
又
は
再
生
に
係
る
許
可
業
者
に
義
務
付
け
ら
れ
る
帳
簿
の
備
付
け
に
つ
い
て

は
、
事
業
内
容
の
透
明
性
の
向
上
、
事
業
者
の
負
担
軽
減
及
び
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ



確
保
の
観
点
か
ら
、
帳
簿
の
シ
ス
テ
ム
化
を
検
討
す
る
こ
と
。 

 

三
、
環
境
汚
染
の
お
そ
れ
の
あ
る
使
用
済
金
属
・
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
物
品
の
輸
出
の
確
認
に
お
い
て
は
、
確
認
の
対
象
物
品
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
周
知
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
違
法
輸
出
防
止
に
向
け
、
関
係
機
関
の
連
携
強
化
を
図
り
、
輸
出
確
認
要

件
に
係
る
審
査
を
厳
格
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
海
外
で
の
環
境
汚
染
防
止
と
国
内
の
適
正
な
再
生
能
力
の
維
持
に
努
め
る
こ

と
。 

 

四
、
事
業
者
に
よ
る
不
適
正
な
保
管
等
に
対
し
て
は
、
保
管
事
業
者
等
へ
の
責
任
追
及
を
徹
底
し
て
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
措

置
命
令
等
の
行
政
処
分
を
遅
滞
な
く
行
う
よ
う
都
道
府
県
等
に
求
め
る
と
と
も
に
、
生
活
環
境
の
保
全
が
実
効
的
に
確
保
さ

れ
る
も
の
と
な
る
よ
う
技
術
的
及
び
財
政
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
不
適
正
な
輸
出
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
環
境

省
自
ら
が
積
極
的
に
事
業
者
等
に
報
告
徴
収
を
求
め
る
と
と
も
に
事
業
場
等
へ
の
立
入
検
査
を
行
う
こ
と
。 

 

五
、
災
害
廃
棄
物
対
策
に
お
い
て
、
関
係
省
庁
と
連
携
し
、
災
害
廃
棄
物
処
理
に
係
る
手
続
の
合
理
化
を
図
る
な
ど
、
地
方
公



共
団
体
に
重
複
し
た
負
担
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
効
率
的
か
つ
実
効
的
な
体
制
の
構
築
に
努
め
る
と
と
も
に
、
災
害
廃

棄
物
処
理
計
画
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
形
式
的
な
策
定
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
実
効
性
の
あ
る
内
容
と
な
る
よ
う
、
そ
の

策
定
及
び
更
新
に
対
す
る
地
方
公
共
団
体
へ
の
技
術
的
及
び
財
政
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

 

六
、
非
常
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
再
々
委
託
及
び
非
常
災
害
に
係
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
特
例
は
、
災
害
廃
棄
物

の
効
率
的
な
処
理
の
た
め
に
設
け
ら
れ
る
規
制
緩
和
措
置
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
特
例
が
適
用
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
災

害
廃
棄
物
の
適
正
処
理
の
確
保
や
生
活
環
境
の
保
全
が
な
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
適
切
な
配
慮
を
行
う
こ

と
。 

 

七
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
状
況
を
不
断
に
見
直
し
、
廃
棄
物
と
有
価
物
の
「
隙
間
」
に
よ
る
不
適
正
処
理
に
よ
り
、
生

活
環
境
保
全
上
の
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


